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要 旨

中学校において、スクールカウンセラーが加わった相談活動について１９９６年か

ら２０００年までの５年間の実践の経過を報告するとともに、養護教諭とスクールカ

ウンセラーがともに行う相談活動のあり方や連携についてを検討した。
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�．はじめに

１９９５年からスタートした「スクールカウンセラー活用調査研究委託事業」（文部省）は、２年

間の期限付きで全国の小・中・高校にスクールカウンセラー（以下 SCと記す）を派遣し教育

現場のさまざまな問題の解決や対応に専門的知識や技術を活かし、教育実践に取り組むことで

どのような効果がもたらされるか、またどのような問題があるかについての調査研究であっ

た。この事業は、２００１年３月で６カ年が経過終了し、今年度（２００１．４）からは、SC活用の成

果が認められ、５年かけて全国の中学校を拠点校として SCが派遣されることになった。

この間に SC活動に関する研究は次々と発表されて、その成果や課題が報告されている（村

山ら １９９８ 鵜飼ら １９９８ 岡堂 １９９８）。筆者らも SCに関する調査研究や実践報告を行っ

てきた（大西・高見１９９８ 浦木・大西・高見１９９８ 足立・大西a２０００ 足立・大西b２０００）。これ

までの SC制度は調査研究ということでもあり２年間で終了していたため、やっと SCが派遣

校に定着しかけたところで終わり、学校側も SC自身も不全感・不満足感を抱かざるを得な

かった。

近年、急速に児童・生徒のこころの問題が重要視されるようになってきている。それに伴っ

て、保健室を訪れる児童・生徒の訴えも変化してきた。その様子は１９９６年１０月に、日本学校保

健会が中心となり全国の小・中・高等学校で実施された「保健室利用者実態調査」で知ること
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ができる。全国の中学校の保健室利用の理由は、「体調が悪い」２３．３％、「友達とのつきあい

・付き添い」１８．１％、「出血やけがの手当」１１．１％であった。また、中学校１校あたりの「心

の問題」に関する継続支援平均事例数は８．４件であり、さらに、過去１年間に「保健室登校」

をしている生徒がいた中学校の割合は５８．１％であると報告されている（「保健室利用状況に関

する調査報告書」１９９６）。

このような背景から、生徒の抱えている複雑な精神的苦痛や訴えを理解し援助していくため

には、養護教諭のみでなく専門家の力が必要であるという見解が多くの学校や教育委員会でも

たれるようになり、文部省の事業とは別に、学校単独もしくは教育委員会レベルで SCが導入

されつつある。

島根大学教育学部附属中学校では、１９９６年度から現在まで継続して SCが配置されて、教育

相談活動を行っている。校内における教育相談体制は、継続して SCが活動できるために、徐々

に確立し充実してきている。

本研究は、初年度（１９９６）から昨年度（２０００）までの５年間にわたる SCが加わった教育相

談活動を、特に SCと養護教諭との役割と連携に焦点を当ててその実践を報告し、そのあり方

について検討することを目的とする。

�．教育相談活動の概要

１．学校の概要

本校は、普通学級定員各学年４クラス、１６０名、養護学級定員各学年８名の中規模校である。

生徒の在籍数は、４８０人前後であり、教職員は３０名である。校内組織は、校長、副校長、教頭

のもと、総務部、教務部、生徒指導部、研究部、保健環境部、図書・教育機器部、教育実習部、

事務部の８つの分掌に分かれている。その中で教育相談は、生徒指導部に位置づけられ、養護

教諭を含む３名が担当している。

２．SC導入の経緯

１９９４年頃から、保健室に「体調の悪さ」の他に、「学校がつまらない」、「授業に行きたくな

い」との訴えで来室する生徒や保健室登校および不登校の生徒が増えてきた。その対応に苦慮

し、専門家の協力が必要であるとの共通理解が教職員間で生じた結果、校長をはじめとする管

理職の強いリーダーシップにより１９９６年度から SCの導入が開始された。

３．調査期間

１９９６年４月～２００１年３月

４．相談活動の実際

（１）概 要

１９９６年４月より大西が SCとして月１回４時間本校を訪問した。同時に毎年数名の心理学専

攻大学院生が、メンタルフレンドとして週２～３回約２時間、保健室または相談室において生

徒の話し相手や継続的な個別相談に応じた。

（２）相談に関しての配慮事項

SC導入に先立って、１９９６年３月に全校生徒を対象に、相談室に対する意見や要望を尋ねる
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アンケートを実施した。その結果、「気軽に相談に行けるようにしてほしい」、「相談に行って

いることが分からないようにしてほしい」、「秘密を守ってほしい」、「優しく話をきいてほし

い」等の回答を得た。

このような生徒の要望および SC訪問の時間的な制約から、特に次の４点について考慮して

実施方法を検討した。

�相談者や相談内容の秘密保持

�秘密保持について生徒への周知

�授業時間中の相談についての理解

�来談生徒の扱いは、保健室で休養している生徒と同様に扱う

（３）相談活動の PR

生徒に対しては、開始時の１９９６年度は全学年に、１９９７年度からは、新１年生を対象に、全校

集会または学年集会時に SCと院生を紹介するとともに、相談活動のねらいや相談方法につい

てガイダンスを行った。

また保護者に対しては、入学前保護者会や PTA総会時に相談活動のねらいや相談方法につ

いてガイダンスを行い、相談の希望があればいつでも受け付けていることをを伝えた。

（４）相談までの手順

相談実施までの手順は、毎月、相談日の約２週間前に担任を通して全校生徒に個別相談の申

し込み用紙を配布し希望する生徒・保護者は申し込み用紙を養護教諭まで提出することを知ら

せる。また、この用紙の他にも随時電話での申し込みを受け付ける。

その後、養護教諭が時間調整を行い、各相談者に日時を連絡する一方、SCには相談者の学

年、組、名前、学校での普段の様子や保健室への来室状況、現在の学校においての指導方針な

どの概略を報告しておき、相談（１人５０分）当日を迎える。

（５）相談後の対応

相談活動を始めた当初は、時間がかなり限られていたことや、SCの活動に対してまだあ

まり認知されていなかったこともあり、まずは保健室登校生や自ら SCに相談したいと思って

いる生徒との相談の時間を確保することを最優先で行った。

それぞれの相談者に対して窓口となっている養護教諭が SCに情報提供を行ったり、反対に

SCから今後の対応についてのアドバイスをもらって、担任等へ情報提供を行うこととした。

その後年数の経過に伴い、養護教諭だけでなく、担任や学年部、生徒指導部、管理職といっ

た関係するメンバーで構成する支援者会議（本校では拡大生徒指導部会議）に SCも出席し、

情報提供や情報交換を行い、当面する問題解決のために対応方針等を協議することが増えてき

た。

（６）守秘義務の取り扱い

基本的には学校から SCに相談者名や内容について問い合わせをしないことにしている。し

かし、実際には SCが担任や関係教員との連携を必要と感じた時は、相談者に了解を得て連携

をはかる場合や、あるいは既に生徒の様々な行動や態度で教員もどのように対応をしたらよい

のか困っている事例などの場合には、関係者へ状況報告をして共通理解を図った。
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�．相談の概要

期間：１９９６年４月～２００１年３月末。相談日は月１回合計約６０回（１回約４時間）。

場所：附属中学校相談室または島根大学教育学部相談室

対象：SCと直接相談した生徒・保護者・担任

５年間における SCが関わった相談活動の実態について以下にまとめた。

１．相談ケース数（表１）

５年間での相談ケース総数は、保護者のみが相談したケースが１６件（４２．１％）と最も多く、

ついで生徒と保護者が相談したものが１３件（３４．２％）、生徒のみが６件（１５．８％）、担任のみが

３件（７．９％）の合計３８件であった。

表１．相談ケース数 件（%）

８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度 合 計

子 ど も の み ３（２７．３） ０（ ０．０） ２（４０．０） １（１１．１） ０（ ０．０） ６（１５．８）

子どもと保護者 ４（３６．４） ２（４０．０） ０（ ０．０） ３（３３．３） ４（５０．０） １３（３４．２）

保 護 者 の み ４（３６．４） ３（６０．０） ３（６０．０） ４（４４．４） ２（２５．０） １６（４２．１）

担 任 の み ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０） １（１１．１） ２（２５．０） ３（ ７．９）

合 計 １１（１００．０） ５（１００．０） ５（１００．０） ９（１００．０） ８（１００．０） ３８（１００．０）

２．相談者数（表２）

すべての相談ケースにおいて SCと相談した人の実数は、保護者が２８名（５４．９％）と最も多

く、生徒が２０名（３９．２％）、担任が３名（５．９％）の合計５１名であった。

表２．相談者数 名（%）

８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度 合 計

子 ど も ７（５０．０） ２（４０．０） ２（２８．６） ６（４２．９） ３（２７．３） ２０（３９．２）

保 護 者 ７（５０．０） ３（６０．０） ５（７１．４） ７（５０．０） ６（５４．５） ２８（５４．９）

担 任 ０（ ０．０） ０（ ０．０） ０（ ０．０） １（ ７．１） ７（５４．５） ３（ ５．９）

合 計 １４（１００．０） ５（１００．０） ７（１００．０） １４（１００．０） １１（１００．０） ５１（１００．０）

３．相談のきっかけ（表３）

相談のきっかけは、生徒は自分の意志で申し込んだと思われるものが、７名（３５．０％）と最

も多く、ついで養護教諭の紹介による者が５名（２５．０％）、担任からの紹介、その他がそれぞ

れが５名（２０．０％）であった。

保護者は自分から申し込んだもの、養護教諭の紹介によるものがそれぞれ１１名（３９．３％）と

最も多く、ついで、担任から紹介されたものが５名（１７．９％）、その他１名（３．６％）であった。

その他には、相談を経験した友人から勧められたり、子ども自身から勧められて保護者が相

談を希望したもの、当初かかっていた病院から紹介されたというケースが含まれている。
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表３．相談のきっかけ 名（%）

自分から 養護教諭 担任等 その他 合 計

子 ど も ７（３５．０） ５（２５．０） ４（２０．０） ４（２０．０） ２０（１００．０）

保 護 者 １１（３９．３） １１（３９．３） ５（１７．９） １（ ３．６） ２８（１００．０）

担 任 １（３３．３） １（３３．３） ０（ ０．０） １（３３．３） ３（１００．０）

合 計 １９（３７．３） １７（３３．３） ９（１７．６） ６（１１．８） ５１（１００．０）

４．相談回数（表４）

相談回数は、生徒は１回のみの相談と５回以上の相談がそれぞれ８名（４０．０％）と多く、２

～４回が４名（２０．０％）であった。

一方、保護者は１回のみの相談が１８名（６４．３％）と最も多く、ついで２～４回が８名（２８．６

％）、５回以上が２名（７．１％）であった。

表４．相談回数 名（%）

１回 ２～４回 ５回以上 合 計

子 ど も ８（４０．０） ４（２０．０） ８（４０．０） ２０（１００．０）

保 護 者 １８（６４．３） ８（２８．６） ２（ ７．１） ２８（１００．０）

担 任 ２（６６．７） １（３３．３） ０（ ０．０） ３（１００．０）

合 計 ２８（５４．９） １３（２５．５） １０（１９．６） ５１（１００．０）

５．院生による継続相談（表５）

SCの来校が、原則として月１回のため、相談の継続が必要な場合は院生に依頼し、週１回

の相談を学校または場合により大学の相談室で行った。

生徒で SCまたはメンタルフレンド（院生）によるカウンセリングの継続となったものは９

名（４５．０％）であった。

表５．院生による継続相談 名（%）

院生あり 院生なし 合 計

子 ど も ９（４５．０） １１（５５．０） ２０（１００．０）

保 護 者 ０（ ０．０） ２８（１００．０） ２８（１００．０）

担 任 ０（ ０．０） ３（１００．０） ３（１００．０）

合 計 ９（１７．６） ４２（８２．４） ５１（１００．０）

６．心理テスト（表６）

相談の際、アセスメントの必要性から SCが心理テスト実施した生徒、または生徒自身から

自分の性格を知りたいと申し出た生徒は７名（３５．０％）であった。保護者および担任について

は全くなかった。
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表６．心理テスト 名（%）

実 施 な し 合 計

子 ど も ７（３５．０） １３（６５．０） ２０（１００．０）

保 護 者 ０（ ０．０） ２８（１００．０） ２８（１００．０）

担 任 ０（ ０．０） ３（１００．０） ３（１００．０）

合 計 ７（１３．７） ４４（８６．３） ５１（１００．０）

７．守秘義務の範囲（表７）

相談のあったケースについて、守秘義務の範囲を教員間まで広げたケースについて検討し

た。子どもだけが相談した６ケースの内、守秘義務を広げたケースは３件（５０．０％）であっ

た。また、子どもと保護者が相談した１３ケースの内、守秘義務を広げたケースが１０件（７６．９％）

であった。一方、保護者のみが相談した１６ケースの内、守秘義務を広げたケースは５件（３１．３

％）と少なかった。援助していく上で、SCのみでは対応できない場合、いずれも本人の了解

を得て教師との連携をはかった。

表７．守秘義務の範囲 件（%）

限 定 拡 大 合 計

子 ど も ３（５０．０） ３（５０．０） ６（１００．０）

子どもと保護者 ３（２３．１） １０（７６．９） １３（１００．０）

保 護 者 １１（６８．８） ５（３１．３） １６（１００．０）

担 任 １（３３．３） ２（６６．７） ３（１００．０）

合 計 １８（４７．４） ２０（５２．６） ３８（１００．０）

８．保健室利用との関連（表８）

相談を行なった生徒あるいは保護者と保健室利用の関連をみると、３８ケースのうち、もとも

と身体の不調を訴えて保健室に頻繁に来ていた生徒が１３名（３４．２％）、時々来ていた生徒が６

名（１５．８％）、相談をきっかけにその後保健室に来室するようになった生徒が４名（１０．５％）

で、合計２３名（６０．５％）の生徒は養護教諭とも関わった生徒である。

一方、保護者だけが相談した１６ケースでは、保健室に来室しない生徒が９名（５６．３％）と多

く、保護者自身の子どもへの対応等についての相談が主であった。

表８．保健室利用との関連 件（%）

頻 回 時 々 相談を機に 来室なし 合 計

子 ど も ２（３３．３） １（１６．７） ２（３３．３） １（１６．７） ６（１００．０）

子どもと保護者 ５（３８．５） ２（１５．４） ２（１５．４） ４（３０．８） １３（１００．０）

保 護 者 ５（３１．３） ２（１２．５） ０（ ０．０） ９（５６．３） １６（１００．０）

担 任 １（３３．３） １（３３．３） ０（ ０．０） １（３３．３） ３（１００．０）

合 計 １３（３４．２） ６（１５．８） ４（１０．５） １５（３９．５） ３８（１００．０）
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９．他の専門機関の受診（表９）

SCに相談のあった３８ケースのその後の対応については、SCのみで対応したケースが

２８件（７３．７％）、他の専門機関と連携をもったケースは１０件（２６．３％）であった。他の専門機

関とは、児童相談所、総合病院精神科・思春期外来などの病院や個人クリニックであった。

これらについては、SCの紹介により、他の専門機関も利用したケースと、当初保護者が専

門機関を利用していて学校の SCに相談するように進められたケースがあった。

表９．他機関との連携 件（%）

他受診あり 他受診なし 合 計

子 ど も の み ２（３３．３） ４（６６．７） ６（１００．０）

子どもと保護者 ６（４６．２） ７（５３．８） １３（１００．０）

保 護 者 の み １（ ６．３） １５（９３．８） １６（１００．０）

担 任 の み １（３３．３） ２（６６．７） ３（１００．０）

合 計 １０（２６．３） ２８（７３．７） ３８（１００．０）

�．考 察

相談活動について、１．相談活動のあり方 ２．守秘義務の取り扱い ３．SCと養護教諭

の連携および役割 ４．危機介入と養護教諭 について考察する。

１．相談活動のあり方について

相談活動を始めた当初は保健室登校

生や SCに相談をしたいと思っている

生徒との相談時間を確保することから

始めた。

経過とともに、�相談活動自体を支

える土壌として、教職員と保護者に相

談活動への理解を深めてもらうことが

重要であること �単に相談を希望し

ていたり、相談が必要と学校が考えて

いる生徒や保護者についての支援だけ

でなく、学級集団や学年集団、ひいて

は教職員集団も含めた学校全体の集団への支援も考えること、�日頃教育活動を通して関わっ

ている養護教諭を含めた教員の援助力を高めることについて考慮した。

その結果、SCを迎えた相談活動において、該当生徒、保護者とのカウンセリングだけでな

く、表１０のような活動を順次加えていった。特に、１９９９年頃からは、SCにはカウンセリング

の時間よりも、学年部・生徒指導部・管理職といった校内組織へのコンサルテーションや危機

介入に関わってもらう時間が急増していった。（これらの時間は、定期の相談日以外にも、急

表１０．相談活動の経過

開始年度 重 点 活 動

１９９６

保健室登校の生徒への直接的支援
個別相談希望の生徒への直接的支援
養護教諭へのコンサルテーション
教職員の教育相談に関する研修

１９９７
保護者への相談活動のアピール
SGEを取り入れた学級集団づくり

１９９８
研修会の実施（保護者・教職員対象）
情報・資料の提供

１９９９～
担任、学年部へのコンサルテーションの充実
ケース会議の実施

教育相談活動におけるスクールカウンセラーと養護教諭の役割と連携 P４９～６０（２００１）

－55－



遽来校してもらっているのが実態）

このことは、５年間の活動を通して、�学校内で SCの活動に対しての理解が得られ、期待

度が高まってきたこと �生徒への対応方針について、一部の限られた教員だけで考えるより

も、様々な立場や専門性を持った者が協力して検討した方が、教員にとっての負担が少なく、

効果的な働きかけができることが実感できたこと �教員側にどのタイミングに SCに連絡を

とり相談したらよいか、経験を通して学んできたことなどによるものと考えられる。

なかでも、この５年間で明確になってきた SCに対する期待は、「学校システム全体への援

助」あるいは「学校システムへの介入」ではないかと考える。この種の介入はたとえば米国で

は、心理臨床専門家による�子どもへの「直接援助」�子どもの問題に関わる教師への援助を

通して子どもの問題解決を間接的に援助する「間接援助」�教師の援助力そのものの向上を援

助する「教師への直接援助」�「学校システム全体に対する援助」等と明確に概念化され、学

校や教師のかかえる問題に応じて多様な援助技法や訓練技法が開発され実践されているのに対

して、残念ながらわが国における研究や実践はきわめて乏しいといわれている（近藤１９９５）。

しかし、本校での５年間の実践においては必要な活動を取り入れていった結果、例えば、相

談やカウンセリングの継続が�に、担任や養護教諭等へのコンサルテーションが�、講話や体

験学習、事例研究などが�、拡大生徒指導部会などの支援検討会への出席が�というように、

これら４つに当てはまる活動へと変化してきたといえよう。

また、これらの活動を SCの行う心理教育的援助サービス（石隈 １９９５）に基づいて分類す

ると、�心理教育アセスメントとして、生徒への個別の心理検査の実施や学級での観察、保護

者との面接、援助チームが得た生徒に関する情報の総合的な分析に関しての助言 �生徒、保

護者に対してカウンセリングを行い、生徒の認知的・情緒的な苦悩を軽減したり、自己理解の

促進、発達課題への取り組みの促進、生徒と環境との適合の促進などを図ること �直接生徒

を援助する者（生徒の発達や問題解決を効果的に援助できるよう働きかける教師、保護者など）

へのコンサルテーション �教官会、拡大生徒指導部会などにおいて、学校が生徒の学習と発

達の場所としてよりよく機能するように働きかける学校組織へのコンサルテーションなどに分

けることができる。

以上のとおり、本校においてはこのような活動を SCから受けることができたと同時に、校

内にこのような活動を共に行っていこうとする教員の認識が高まり、校内のシステムが充実し

てきたといえる。

特に日常、生徒と関わって支援を行っている担任、養護教諭などへのコンサルテーションや、

学校組織のコンサルテーションがあることにより、それぞれの事例に対し、見通しを持った一

貫性のある関わりが学校内でもてることになったことは、生徒、保護者、教師それぞれにとっ

て非常に有意義であると考える。

現実には、限られた時間と SCの配置の中で、SCの専門性を最大限に生かし、かつ生徒お

よび保護者への支援を効果的に行うことを考えると、今後、コンサルテーションのもつ意義は

いっそう認識されるであろう。

２．守秘義務の取り扱いについて

学校に SCの制度が導入されるにあたり、さまざまな学校で、SCのもつ守秘義務に関して
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取り扱いが難しく、学校と SCの連携のとりにくさの一つになっているとも聞いている。

本校においては、SCが効果的に援助をしていくためにできるだけ秘密は作らないようにし

ようとの方針により、誰と誰に話しておく必要があるのか、誰だったら話して良いのかなどを

相談者に確認した上で、結果として SCと教員がともにプライバシーを守ることを前提として

情報をできるだけ共有化して対応するようになったという事例も多い。

ケースバイケースであるが、守秘義務を SCの範囲でとどめたものと、教員までに広げたも

のについてその特徴をまとめたものが、表１１である。

守秘義務に関しては、SCの立場からもどのように取り扱うのか問題となっているようで、

「教師に話す時には原則として本人の了解を得、本人を守るということを前提に教師との信頼

関係の上で活動しているが、それでも時と場合によってはむずかしいこともあり、この秘密の

問題にはスクールカウンセラーとして頭を悩まし、苦労するところである」と最上（１９９５）も

述べている。

学校としても、SCの活動に関して、狭義の守秘義務を全面に出すのではなく、学校全体で

守秘義務の大切さを考えていく方向を念頭におくこと（「学校臨床心理士のためのガイドライ

ン」１９９５）を尊重し、仮に情報が提供されない場合も、その必要性があってのことであること

を認めつつ、一方で SCより提供された情報に関しては、全職員がその取り扱いについて十分

配慮をした上で協力しながら対応していくことができることが重要であると考える。

表１１．守秘義務の範囲とその特徴

守秘義務 ： SCまで 守秘義務 ： 教員まで

特

徴

・相談者の氏名や相談内容、今後の対応などにつ
いて、SCのみあるいは養護教諭までとしたも
の

・相談者の氏名や相談内容、今後の対応などにつ
いて、担任や生徒指導部、管理職など多くの関
係者に理解してもらったもの

場

合

・日常生活においては、特に変わった様子を見せ
ていないケース

・「絶対に話さないで」という約束があるケース
・子どもに相談を知られたくないケース
・教員とトラブルになっているケース

・保健室登校など、明らかに何らかの形で問題が
表面化しているケース

・相談者から話しても良いとの許可を得たケース
・相談希望を他教師などへ提出し、本人があまり
秘密にこだわっていないケース

対

応

・学校生活での様子を養護教諭として観察、情報
収集を行う。

・学年会議や教官会などで、保健室からの情報と
して提供

・SCと養護教諭など必要最低限のメンバーで今
後の対応に重点を置いて検討する。

・担任、学年部、拡大生徒指導部会、教官会等で
の経過報告や SCからのコンサルテーションの
提供

・必要に応じ、拡大生徒指導部会や教官会への出
席を SCに依頼し、対応を検討

３．SCと養護教諭の連携および役割について

SCと養護教諭の連携については、養護教諭から生徒を紹介したり、あるいは、カウンセリ

ングの途中で保健室の助けが必要なことはよく出てくるので養護教諭との連携は最も重要なも

のとなる（安部１９９５）と述べているように、本校においても、相談を受けた事例の約７割が、

保健室と何らかの関わりを持っていた生徒であることは既に記した通りであり、相談活動と保

健室には密接な関連があった。

このことは、SCと養護教諭は、どちらも学校内で教科指導に携わらず、課題達成的な面で
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の評価を担わない立場にあり、子どもたちの傷ついたこころに関わるという特徴を持ってい

る。さらに、学年の枠を越え学校全体に関わる立場にあるため、いっそう両者の役割分担と協

力体制が重要となる（鵜養 １９９５）と言われるゆえんであろう。

安部（１９９５）は仕事の性質が最も近いので領域が重なり合うこともしばしばあり、競合す

ることなく「よい関係」を保つことは難しいかもしれないが重要であると述べているように、

両者ともお互いの立場や専門性を理解しながら信頼関係を維持し実践していくことが大切であ

ろう。

本校においては、これらの活動を行うにあたり、自ずと SCと養護教諭の役割ができてきて、

「よい関係」が保てていると考えている。それぞれの活動においての役割分担をまとめたもの

が表１２である。

養護教諭としては、SCを導入して以来相談活動がかなり機能的に行えるようになった。中

でも、�保健室登校生や、個別の支援が必要でと思われる生徒等についてコンサルテーション

を受けることができること �生徒、保護者、教師間の関係調整役をしてもらえること �生

徒理解が困難なケースについて、心理検査などを実施した上でアセスメントをしてもらえるこ

と �保護者へ専門機関を紹介するにあたり、教師から直接勧められるより、SCが間に入る

ことでより間接的な勧めとなって保護者の受診動機を高めることができること �１つ１つの

事例を通して、保護者面談の方法や生徒への対応の仕方、危機介入のあり方、解決の方向性の

見立て方などを学ぶ研修の場となることがあげられる。特に、�については、日常での他の

ケースに応用でき、大変有意義であったと考える。

４．危機介入と養護教諭

この５年間に関わったケースを通して明らかになったこととして校内で SCの専門性を生か

すために養護教諭としての重要な役割を２つあげることができる。

一つは、保健室に何らかの症状や訴えをもって来ている生徒に対して、その症状や内容、状

況から「対応のレベル」の判断を行うことである。

たとえば、保健室に生徒が内科や外科的な症状を訴えてきた場合に、養護教諭はその傷病の

程度により経過観察でいいのか、受診が必要なのか、あるいは救急車を依頼すべきなのかといっ

た判断を常に行っているように、心理的な要因が考えられる症状を訴えてきたとき、あるいは

症状を示していると考えられた時に、養護教諭が相談に応じればいいのか、あるいは SCに相

談やアセスメントを依頼すべきかといったどのレベルでの対応が必要なケースなのかを判断す

る力が重要であると考える。なぜなら、このことにより学校や家庭との連携や関係調整で解決

にいたるケース、カウンセリングが有効なケース、精神科の治療が有効なケースといった、よ

り適切な支援方法や支援の連携を軌道に乗せることができると考えられるからである。

もう一つは、それぞれのケースの経過を見ていくなかで、定期の相談日以外の危機介入を依

頼する時期や、ケース会議を持つべき時期を判断することである。たとえば、相談や精神科の

受診を受けながら学校生活を送っている生徒が急遽状態が悪化し、次の相談日まで待っていて

は生徒自身やあるいは他人が危機にさらされる可能性のある状況では緊急に SCに危機介入を

依頼しなければならない。あるいは、ケース会議を持ちながら経過を見ていく中で、新たな情

報が入ったり、生徒の行動が変化し対応方針の再確認をする必要が生じた時、SCに連絡を取
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り緊急にケース会議を開かねばならない。

このような状況の判断は必ずしも養護教諭だけで行うわけではないが、養護教諭としては保

健室を通して得られた情報を校内の関係者あるいは SCに提供して、危機介入の要請を行う必

要があると考える。

	．まとめ

以上のような活動を１９９６年から行ってきた結果、養護教諭としては以前のように自分ひとり

の判断で対応を決定したり、自分だけで生徒の問題を抱え悩むことがなくなり、大部分のケー

スにおいて、生徒の状態をどのように考えるか、これからどのような方針でどのような方向で

援助していけばいいのかなどの見通しがもてるようになってきた。

表１２．SCと養護教諭の役割分担

活動内容 S C 養 護 教 諭

生 徒 へ の
相 談 活 動

・カウンセリング（定期・随時）
・YG検査、バウム検査、PFスタデイなど
の心理検査の実施

・担任、養教等へのコンサルテーション
・生徒へのメンタルフレンドの紹介
・メンタルフレンドへのスーパービジョン
・専門機関への紹介

・相談受付の広報
・申込者と SCの日程調整
・SCへ生徒の日常生活の様子などの情報提
供

・SCからのコンサルテーションを受け、担
任、学年部、教官会等で支援方針について
提案

・SCへ危機介入の依頼
・生徒指導部等へのケース会議の提案

保 健 室
登 校 生 ・
不登校生へ
の相談活動

・カウンセリング（定期・随時）
・YG検査、バウム検査、PFスタデイなど
の心理検査の実施

・担任、養教等へのコンサルテーシン
・保護者面談
・生徒へのメンタルフレンドの紹介
・メンタルフレンドへのコンサルテーション

・SCへ生徒の日常生活の様子などの情報提
供

・SCからのコンサルテーションを受け、担
任、学年部、教官会等で、支援方針につい
て提案

・メンタルフレンドとの連絡調整
・日常生活全般を通して、生徒の共感的な受
容と自己肯定感の育成

・保護者、担任等との情報交換

保護者への
相 談 活 動

・カウンセリング（定期・随時）
担任、養教等へのコンサルテーション

・教師と保護者・生徒とのつなぎ

・相談受付の広報
・申込者と SCの日時調整
・SCへ生徒の日常生活の様子などの情報提
供

相 談 に
関する研修

・講話
・事例研究
・体験学習
・他講師の紹介

・校内において、研修内容や開催日時の調整
・学校内で必要としている研修内容の検討、

SCへの提案

SGEを取り
入れた学級
集 団 作 り

・教員への SGE＊についての研修
・SGEの実施内容選択、情報提供
・学級集団に直接入っての SGEの実施
・メンタルフレンドを通しての SGEの実施

・SGEに関しての情報、資料の提供
・SCと学年部の実態に応じた SGEの実施内
容について検討

・学年部との実施日時の連絡調整

＊SGE 構成的グループエンカウンター

教育相談活動におけるスクールカウンセラーと養護教諭の役割と連携 P４９～６０（２００１）
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同様に、以前は教員それぞれが、問題を抱えた生徒と出会った時にどうしたらよいのか一人

で悩んでいた状態だったが、校内のさまざまな立場の教職員が関わってみんなで対応を検討

し、支援していくことができるようになった。

現在、学校に SCを迎えて６年を終えようとしているが、今や SCがいない学校というのは

考えられないくらい学校現場にとって、特に保健室でさまざまな生徒と関わる養護教諭にとっ

て、SCは必要で重要な役割を担っている。

今後とも、SCと養護教諭はそれぞれの専門性とその基盤を生かして、今までの活動を継続

発展させるとともに、特に、学級担任、学年部、生徒指導部、管理職などの校内における関係

者はもちろん外部機関とのネットワークを作りながら、チームを組んで有機的に連携すること

により、生徒や保護者への支援が充実するよう図りたいと考えている。

また養護教諭としては、養護教諭の専門性をより高めることが学校における SCの専門性を

生かせることにつながると考えるので、自分自身研修を積んでよりよい支援が行えるよう努力

していこうと考えている。
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